






第１章のポイント
□　危険物という用語は、法律では、消防法に定義されている。
□　消防法の危険物の類別は、第一類が酸化性固体、第二類が可燃性固体、第三

類が自然発火性物質及び禁水性物質、第四類が引火性液体、第五類が自己反応
性物質となっている。

□　高圧ガスは、大気圧よりも高い圧力を有しているガス（気体）をいい、高圧
ガス保安法により定義、規制されている。

□　ボイラーは、密閉された容器内で液体を加熱する機器で、ボイラー及び圧力
容器安全規則により定義、規制されている。

□　液化石油ガスなどの燃料ガスは、ガス事業法により規制されている。
□　毒物・劇物は、毒物及び劇物取締法に定義、規制されている。
□　火薬類は、火薬類取締法により定義、規制されている。
□　火災等による危害を防止するための法律：消防法、火薬類取締法
□　高い圧力による危害を防止する法律：高圧ガス保安法
□　多量の危険物による危害を防止する法律：石油コンビナート等災害防止法
□　労働者への危害を防止する法律：労働安全衛生法
□　その他危険物に関する法律：建築基準法、都市計画法、ガス事業法、毒物及

び劇物取締法
□　危険物保安監督者は、ボイラーの燃料に使用される重油などの危険物の取扱

作業の監督者である。
□　火薬類の製造者は、火薬類製造保安責任者の選任が必要である。
□　火薬類の消費者等は、火薬類取扱保安責任者の選任が必要である。
□　一定条件の高圧ガス製造者は、高圧ガス製造保安責任者の免状を有している

者を、保安管理技術者として選任しなければならない。
□　ボイラー取扱作業主任者は、ボイラーの監視、点検、調整、措置などのボイ

ラーの取扱い作業を行う。
□　ガスを製造する事業、ガスを導管で供給する事業、ガスを小売りする事業と

もに、ガス主任技術者を選任する必要がある。
□　毒物劇物営業者は、毒物または劇物を直接に取り扱う製造所、営業所または

店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。
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